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1 プロポーザル実施要領の位置づけ 

本プロポーザル実施要領は、沖縄県立宮古病院（以下、当院という。）が実施する「超音波

診断装置一式の賃貸借」（以下、本調達という。）について、公募型プロポーザル方式により

決定するために交付するものである。  

 

2 プロポーザルに付する事項 

(1) 契約名称  超音波診断装置一式の賃貸借 

(2) 履行期間契約 令和７年 12 月１日から令和 12 年 11 月 30 日まで 

(3) 稼働予定日  令和７年 12 月１日 

(4) 予算額     28,076,400 円以内（月額 467,940 円以内） 

  ※消費税及び地方消費税相当額を含む  

(5) 納入場所  沖縄県立宮古病院 

(6) 問い合わせ先 〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里 427 番地１ 

  沖縄県立宮古病院 総務課（上江洲） 

  電話番号 0980-72-3151 

  Email uezuryo@pref.okinawa.lg.jp 

     

3 プロポーザル参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項及び第 2 項各号の規定

に該当していないこと。 

(2) 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっ

ては更正計画の認可がされていない者又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基

づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていない者では

ないこと。 

(3) この公告の日から契約締結日までの期間において、沖縄県が定める入札参加停止の措置

を受けている者ではないこと。 

(4) 本公告日から過去５箇年の間に、医療機器に関する賃貸借またはリース契約を締結し、

契約を完了または契約中の実績を有するものであること。  
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4 プロポーザル日程 

日程 実施事項 

令和 7 年 10 月 20 日（月） 公告 

令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時か

ら 

プロポーザル実施要領等の交付 

令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時か

ら 

令和 7 年 10 月 31 日（金）午後 5 時ま

で 

プロポーザル実施要領等に関する質問の受付 

令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時か

ら 

令和 7 年 11 月５日（水）午後 5 時まで 

プロポーザル参加資格確認申請書の提出 

令和 7 年 11 月７日（金） プロポーザル実施要領等に関する質問回答  

令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時か

ら 

令和 7 年 11 月５日（水）午後 5 時まで 

提案書類提出の受付 

令和 7 年 11 月 14 日（金）午後 対面審査 

令和 7 年 11 月 14 日（金） 優先交渉権者決定 

令和 7 年 11 月下旬 契約締結予定 

 

5 プロポーザル手続き 

(1) プロポーザル実施要領等の交付 

令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時以降、当院ホームページよりダウンロードするこ

と。 

(2) プロポーザル実施要領等に関する質問の受付  

ア 受付期間 令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時から令和 7 年 10 月 31 日（金）午後

5 時まで 

イ 受付方法 質問者（商号又は名称）及び連絡窓口（担当部門、担当者氏名、電話番号、

メールアドレス）並びにプロポーザル実施要領等に関する質問内容を質

問書（様式３）に簡潔にまとめて記入の上、2(6)の Email へ電子メール

にファイル添付し、期限必着にて送信すること。なお、電子メールの着信

確認は、送信者の責任において行うこと。  

ウ 回答期限 令和 7 年 11 月７日（金） 

エ 回答方法 質問に対する回答は、質問者が質問書（様式３）に記載した担当者宛に、

電子メールにファイル添付して行う。  

(3) プロポーザル参加資格確認申請書  

ア 受付期間 令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時から令和 7 年 11 月５日（水）午後 5

時まで 
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イ 提出場所 2(6)の場所 

ウ 提出書類 ・参加表明書（様式１） 

・企画提案応募申請書（様式２） 

・業務受託実績（様式４） 

・履歴事項全部証明書 

（最新のもので、６ヶ月以内に交付されたもの※写しで可）  

エ 提出方法 持参または郵送 

ただし、郵送の場合は、書留郵便とし、令和 7 年 11 月５日（水） 

午後 5 時までに必着とする。 

(4) プロポーザル参加資格確認結果通知  

ア 通知期限 令和 7 年 11 月７日（金） 

イ 通知方法 審査結果を書面にて通知する。  

(5) 提案書類提出 

ア 受付期間 令和 7 年 10 月 20 日（月）午前 9 時から令和 7 年 11 月５日（水）午後 5

時まで 

イ 提出場所 2(6)の場所 

ウ 提出書類 提案する超音波診断装置のカタログ及び説明書等並びにリース見積書  

※超音波診断装置の仕様は別紙仕様書（Ａ）または（Ｂ）の要件を満たし

たものとする。 

エ 提出部数 用紙媒体（紙資料）７部とする。  

オ 提出方法 持参または郵送 

ただし、郵送の場合は、書留郵便とし、令和 7 年 11 月５日（水） 

午後 5 時までに必着とする。 

(6) 対面審査 

ア 審査日時 令和 7 年 11 月 14 日（金）午後３時以降（詳細な時間は審査結果通知後

に通知する。） 

企画提案者は提出した資料に基づいて約 25 分（説明 15 分、質疑応答 10

分）のプレゼンテーション及びヒアリングを行い、予定価格の範囲内で

最も優れた企画を行ったものを契約交渉相手とする。なお、評価項目は

【別紙１】のとおりであり、審査内容及び経過に関する問い合わせ及び

採否についての異議申し立て等は受け付けない。  

イ 審査場所 沖縄県立宮古病院 

ウ 審査内容 1 社当たり 25 分とし、概要説明 15 分及び質疑応答 10 分にて実施する。 

エ 出席者数 1 社当たり 5 人以内 

 

6 その他 

(1) 参加者の失格 

参加者が次のいずれかに該当する場合は、失格となることがある。  
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ア 本プロポーザルに関し、超音波診断装置一式の調達選定委員会の委員に接触を求め

た場合 

イ 本プロポーザルに関し、審査の公平性を害する行為を行った場合  

ウ 参加表明書の提出日から契約の締結までの間に社会的信用を失墜させる行為が判明

した場合 

(2) 提出書類の無効 

 提出された書類が、次のいずれかに該当する場合、無効となり、参加資格を失うことがあ

る。 

ア 提出方法、提出期限、提出場所が遵守されていないもの  

イ 作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合しないもの  

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていないもの  

エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの  

オ 虚偽の内容が記載されているもの  

(3) 経費の負担 

本プロポーザルの参加に要するすべての経費は、参加者の負担とする。  

(4) その他 

ア 本プロポーザルにおいて使用する言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は日本の標

準時及び計量法（平成 4 年法律第 51 号）によるものとする。 

イ 提案書類の提出は、１社につき１案とする。 

ウ 提案書類を提出した者は、その内容に関し説明を求められた場合、それに応じる義務

を有するものとする。 

エ 提出された書類は、返却しない。  

オ 提出された書類に虚偽の記載をした場合、虚偽の記載をした者に対して指名停止措

置を行うことがある。 

カ 提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において、複製を作成することがあ

る。 

キ 提出された書類及び審査結果は、公正性、透明性、客観性を期すため公表することが

ある。公表を求めない場合には、その旨を記載すること。記載の無い場合は公表に同

意したものとする。なお、公表を求めない場合においても、「公表を求めない旨」は

公表するものとする。 

ク 参加者名を公表することがある。  

ケ 公表している資料を除き、当院より受領した資料は、事務局の了解なく公表・使用す

ることはできない。 

コ 提出期限以降における提出された書類の差し替え及び再提出は認めない。  

サ 預かった個人情報は、本プロポーザルのためにのみ使用し、本人の承諾なしに第三者

に提供しない。 

シ 審査結果についての異議申し立ては受け付けない。  

ス 本契約は、「沖縄県長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に基づ
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く長期継続契約であるため、本契約の締結の日に属する年度の翌年度以降において、

当該契約に係る当院の歳出予算の減額又は削除があった場合、当院は本契約を解除

することができる。また、これによって生じた契約相手方の損害について、当院はそ

の責を負わない。 

セ 沖縄県病院事業局財務規程第 133 条第１項に基づき、契約金額（長期継続契約に係

る入札にあっては、当該契約金額を契約期間の月数で除して得た額に 12 を乗じて得

た額）の 100 分の 10 以上を納める。ただし、次の事項に該当する者は契約保証金を

免除する。 

(1) 契約の相手が保険会社との間に沖縄県立宮古病院長を被保険者とする入札保証金

を締結し、その証書を提出する場合  

(2) 国（独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。）又は沖縄県若しくは沖縄県

以外の地方公共団体とこの入札に付する事項と種類及び規模をほぼ同じくする契

約を締結した実績を有し、これらのうち過去２箇年の間に履行期限が到来した２

以上の契約をすべて誠実に履行したことを証明する書類を提出する場合  
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【別紙１】 

 

 

超音波診断装置一式の賃貸借に係る評価項目 
 

 

 

業者名                               委員氏名                 

 

NO 評価項目 配点 採点 評価基準 

１ 機器の操作性  20  

診療行為で当該機器を使用する際の操作性等  

２ 画質及び性能  20  

必要とする画像が確認でき、更に計測項目が取得で

きるか 

３ 他医療機関との連係性  20  

当該機器を使用した際のデータを他医療機関でも参

照することが可能か  

４ 導入後のアフターケア  10  

機器導入後の支援体制は適切か  

５ 見積金額 10  

提案内容に沿った見積金額になっているか  

合  計 80 
 

 

 

 


